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支
援

鯵
ケ
沢
町
社

会
福
祉
協
議

会
一
般
相
談

支
援
事
業
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

後
家
屋
敷
九
の
四

平
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社
会
福
祉
法

人
鯵
ケ
沢
町

社
会
福
祉
協

議
会

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

後
家
屋
敷
九
の
四

地
域
定
着

支
援

鯵
ケ
沢
町
社

会
福
祉
協
議

会
一
般
相
談

支
援
事
業
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

後
家
屋
敷
九
の
四
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成28年１月６日 水曜日 第4093号 4

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ミ
ツ
ワ
薬
局
代
官
町

弘
前
市
大
字
代
官
町
八
六
の
一

平
成

��

･

�･

�

谷
地
薬
局

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
神
才
二
二
の
二
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